
住宅の不良度につい
ては、あらかじめ現地
調査を申し込むことが
できます。
この場合、市から不良
度の点数が通知され
ますので、その後に交
付申請の手続きをす
ることができます。
（100点以上が対象）

【手続きの流れ】弘前市老朽空き家等除却促進事業
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